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労務

年
金
制
度
が
改
正
さ
れ
、

企
業
規
模
に
よ
り
こ
れ

ま
で
適
用
除
外
と
さ
れ

て
い
た
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
も
、

社
会
保
険
へ
の
加
入
が
義
務
化
さ
れ

る
と
聞
き
ま
し
た
。
社
会
保
険
料
負

担
額
が
増
え
る
こ
と
も
あ
り
、
社
内

準
備
を
進
め
る
た
め
、
新
た
な
加
入

対
象
者
を
把
握
し
た
い
で
す
。
年
金

制
度
改
正
点
に
つ
い
て
も
教
え
て
く

だ
さ
い
。

社
会
保
険
の
適
用
拡
大
に
備
え
る

飯
田
橋
労
務
管
理
事
務
所

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

特
定
社
会
保
険
労
務
士

鈴
木
義
一

１
．
年
金
制
度
の
改
正

　

2
0
2
0
年
6
月
5

日
に
公
布
さ
れ
た
「
年

金
制
度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民

年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」（
年
金
制
度
改
正
法
）
で
は
、

長
期
化
す
る
高
齢
期
の
経
済
基
盤
の

充
実
を
図
る
た
め
に
以
下
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
、
そ
の
多
く
は

22
年
4
月
1
日
以
降
施
行
さ
れ
ま
す
。

⑴
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大

　

多
様
な
就
労
を
年
金
制
度
に
反
映

す
る
と
し
て
、
短
時
間
労
働
者
を
被

用
者
保
険
の
対
象
と
す
べ
き
特
定
適

用
事
業
所
の
企
業
規
模
要
件
に
つ
い

て
、
現
行
5
0
0
人
超
か
ら
1
0
0

人
超
、
さ
ら
に
50
人
超
へ
と
段
階
的

に
引
き
下
げ
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
で
、
こ
れ
ま

で
被
保
険
者
と
せ
ず
に
雇
用
し
て
い

た
従
業
員
の
労
働
条
件
を
確
認
し
て

お
く
必
要
が
で
て
き
ま
す
。

⑵
在
職
中
の
年
金
受
給
の
在
り
方
の

見
直
し

　

高
齢
期
の
就
労
継
続
を
早
期
に
年

金
額
に
反
映
す
る
た
め
、
22
年
4
月

1
日
以
降
在
職
中
の
65
歳
以
上
の
老

齢
厚
生
年
金
受
給
者
の
年
金
額
が
毎

年
定
時
（
10
月
）
に
改
定
さ
れ
ま
す
。

　

加
え
て
、
60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
に

支
給
さ
れ
る
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生

年
金
を
対
象
と
し
た
在
職
老
齢
年
金

制
度
に
つ
い
て
、
支
給
停
止
と
な
ら

な
い
範
囲
を
拡
大
し
ま
す
。
具
体
的

に
は
、
支
給
停
止
が
開
始
さ
れ
る
賃

金
と
年
金
の
合
計
額
の
基
準
を
、
現

行
の
28
万
円
か
ら
47
万
円
に
引
き
上

げ
ま
す
。

⑶
受
給
開
始
時
期
の
選
択
肢
の
拡
大

　

現
在
「
60
歳
か
ら
70
歳
の
間
」
で

あ
る
年
金
の
受
給
開
始
時
期
の
選
択

肢
が
「
60
歳
か
ら
75
歳
の
間
」
に
拡

大
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
繰
り

下
げ
増
額
率
（
1
カ
月
あ
た
り
プ
ラ

ス
0
・
7
％
）
が
最
大
84
％
と
な
り

ま
す
。
繰
り
下
げ
請
求
の
対
象
者
は
、

22
年
4
月
1
日
以
降
に
70
歳
に
到
達

す
る
者
で
す
。

⑷
確
定
拠
出
年
金
（
Ｄ
Ｃ
）
の
加
入

可
能
要
件
の
見
直
し
等

　

22
年
5
月
か
ら
Ｄ
Ｃ
の
加
入
可
能

年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
企
業

型
Ｄ
Ｃ
に
加
入
で
き
る
厚
生
年
金
被

保
険
者
は
65
歳
未
満
か
ら
70
歳
未
満

に
、
個
人
型
Ｄ
Ｃ
（
ｉイ

デ

コ

Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
）

で
は
公
的
年
金
の
被
保
険
者
の
う
ち

60
歳
未
満
か
ら
65
歳
未
満
に
変
更
さ

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
確
定
拠
出
年
金
に
お
け
る

中
小
企
業
向
け
制
度
の
対
象
範
囲
が

拡
大
さ
れ
ま
す
。
中
小
事
業
主
掛
金

納
付
制
度
（
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
＋

プ
ラ
ス

）
は
、

20
年
10
月
に
、
制
度
を
実
施
で
き
る

従
業
員
数
規
模
が
1
0
0
人
以
下
か

ら
3
0
0
人
以
下
に
拡
大
さ
れ
ま
し

た
。
22
年
10
月
以
降
か
ら
、
企
業
型

Ｄ
Ｃ
加
入
者
の
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
加
入
要

件
の
緩
和
等
、
制
度
面
・
手
続
き
面

の
改
善
が
図
ら
れ
ま
す
。

２
．
社
会
保
険
の
適
用
拡
大

　

年
金
制
度
改
正
法
に
よ
り
、「
１
．

⑴
被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
」
に
つ

い
て
は
、
企
業
規
模
に
よ
っ
て
段
階

的
に
一
部
の
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

に
も
社
会
保
険
へ
の
加
入
義
務
が
拡

大
さ
れ
ま
す
（
表
）。

　

従
業
員
数
が
5
0
1
人
以
上
の
企

業
に
あ
っ
て
は
、
現
行
の
要
件
を
満

た
す
短
時
間
労
働
者
は
、
す
で
に
社

会
保
険
へ
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
2
0
2
2
年
10
月
か
ら

は
従
業
員
数
が
常
時
1
0
1
人
以
上

の
企
業
、
さ
ら
に
、
24
年
10
月
か
ら

は
従
業
員
数
が
常
時
51
人
以
上
の
企

業
に
お
い
て
、
表
内
の
②
～
⑤
の
4

つ
の
要
件
す
べ
て
を
満
た
す
短
時
間

労
働
者
に
対
す
る
社
会
保
険
へ
の
加
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入
義
務
が
発
生
し
ま
す
。

⑴
企
業
規
模
要
件

　

事
業
所
の
人
員
規
模
は
、
適
用
拡

大
以
前
の
通
常
の
厚
生
年
金
保
険
の

被
保
険
者
の
人
数
と
さ
れ
ま
す
。
月

ご
と
に
従
業
員
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
直

近
12
カ
月
の
う
ち
6
カ
月
で
基
準
人

員
規
模
以
上
と
な
る
と
適
用
対
象
と

な
り
ま
す
。
法
人
番
号
が
同
一
の
す

べ
て
の
適
用
事
業
所
を
合
計
し
て
カ

ウ
ン
ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵
労
働
時
間
要
件

　

労
働
時
間
に
つ
い
て
は
、
週
所
定

労
働
時
間
が
40
時
間
の
企
業
で
は
、

週
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上

30
時
間
未
満
の
従
業
員
が
対
象
と
な

り
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
所
定
労
働
時

間
と
は
、
契
約
上
の
所
定
労
働
時
間

と
さ
れ
ま
す
が
、
20
時
間
に
満
た
な

い
雇
用
契
約
で
あ
っ
て
も
、
実
労
働

時
間
が
2
カ
月
連
続
で
週
20
時
間
以

上
と
な
り
、
今
後
も
そ
の
状
況
が
引

き
続
く
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、

3
カ
月
目
か
ら
社
会
保
険
へ
加
入
す

る
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

⑶
賃
金
要
件

　

月
額
賃
金
（
8
・
8
万
円
以
上
）

は
、
具
体
的
に
は
基
本
給
お
よ
び
諸

手
当
で
判
断
さ
れ
ま
す
が
、
以
下
の

賃
金
は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

ⓐ
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
（
結

婚
手
当
等
）

ⓑ
1
カ
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に

支
払
わ
れ
る
賃
金
（
賞
与
等
）

ⓒ
時
間
外
労
働
、
休
日
労
働
お
よ

び
深
夜
労
働
に
対
し
て
支
払
わ

れ
る
賃
金
（
割
増
賃
金
等
）

ⓓ
最
低
賃
金
に
お
い
て
算
入
し
な

い
こ
と
を
定
め
る
賃
金
（
精
皆

勤
手
当
、
通
勤
手
当
お
よ
び
家

族
手
当
）

　

社
会
保
険
へ
の
加
入
後
に
月
額
8

・
8
万
円
未
満
と
な
っ
た
場
合
は

「
原
則
と
し
て
、
資
格
取
得
後
に
雇

用
契
約
等
が
見
直
さ
れ
、
月
額
賃
金

が
8
・
8
万
円
を
下
回
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
場
合
等
」
を
除
き
、

社
会
保
険
の
被
保
険
者
資
格
は
喪
失

さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑷
勤
務
期
間
要
件

　

勤
務
期
間
は
、
現
行
の
「
雇
用
期

間
が
1
年
以
上
の
見
込
み
」
が
撤
廃

さ
れ
「
2
カ
月
を
超
え
る
見
込
み
」

と
さ
れ
ま
す
。
雇
用
契
約
の
期
間
が

2
カ
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
期

間
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
見
込
み
が

あ
る
と
判
断
で
き
る
場
合
は
、
最
初

の
契
約
期
間
を
含
め
て
、
当
初
か
ら

社
会
保
険
適
用
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
2
カ
月
の
契
約
期
間
で

契
約
し
、
そ
の
後
更
新
す
る
場
合
は

3
カ
月
目
か
ら
社
会
保
険
に
加
入
さ

せ
る
ケ
ー
ス
も
散
見
さ
れ
ま
す
が
、

今
後
、
契
約
更
新
が
見
込
ま
れ
る
場

合
は
、
当
初
か
ら
社
会
保
険
へ
の
適

用
と
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
加
入
時
期
の
改
正
条
件
に
つ

い
て
は
、
特
定
適
用
事
業
所
に
限
ら

ず
す
べ
て
の
事
業
所
に
適
用
さ
れ
る

の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

⑸
学
生
除
外
要
件

　

適
用
除
外
と
な
る
学
生
に
は
、
卒

業
前
に
就
職
し
て
卒
業
後
も
引
き
続

き
同
一
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
予
定

の
者
や
、
休
学
中
、
夜
間
学
生
等
は

該
当
せ
ず
社
会
保
険
へ
の
加
入
対
象

と
な
り
ま
す
。

３
．
社
内
周
知

　

配
偶
者
等
の
扶
養
の
範
囲
内
で
労

働
条
件
を
抑
え
て
き
た
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
に
対
し
、
労
働
条
件
に
よ

っ
て
は
社
会
保
険
へ
の
加
入
対
象
と

な
る
こ
と
な
ど
、
説
明
会
や
個
人
面

談
を
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

個
人
面
談
の
際
は
、
次
の
ポ
イ
ン

ト
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

ⓐ
社
会
保
険
の
新
た
な
加
入
対
象

者
で
あ
る
こ
と

ⓑ
社
会
保
険
の
加
入
メ
リ
ッ
ト

・
国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）
に
厚

生
年
金
が
上
積
み
さ
れ
、
よ
り

厚
い
年
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と

・
医
療
保
険
が
充
実
し
、
傷
病
手

当
金
や
出
産
手
当
金
と
し
て
給

与
の
2
／
3
相
当
が
支
給
さ
れ

る
こ
と

ⓒ
今
後
の
労
働
時
間
な
ど

　

本
人
が
希
望
す
れ
ば
、
労
働
時
間

の
延
長
や
正
社
員
へ
の
転
換
を
提
案

す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。

表　短時間労働者の社会保険への加入要件

要件 現行 2022年10月
改正後

2024年10月
改正後

特定適用事業所 ①事業所の　人員規模 常時501人以上 常時101人以上 常時51人以上

短時間労働者
（パート・アルバ
イト等）

②労働時間 週所定労働時間
20時間以上 同左 同左

③月額賃金 8.8万円以上 同左 同左

④勤務期間 継続して1年以上
使用される見込み

継続して2カ月を超えて使用される、
または使用される見込み

⑤適用除外 学生ではないこと 同左 同左


